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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに平行に配置された複数の野縁と、
　上記複数の野縁間に支持され、同じ方向に延びる繊維材料を含む矩形状の複数の天井材
とを備え、
　上記複数の天井材は野縁に対し、各天井材の繊維材料に沿った方向である繊維方向が野
縁と交差するように支持され、
　上記各天井材には、その繊維方向を表示する繊維方向表示部が設けられ、
　上記繊維方向表示部は、天井材の繊維方向に沿って延びる複数の矢印が一定間隔をあけ
て直列に並んだものであることを特徴とする天井構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　天井材が野縁下面にビス止めにより固定支持されていることを特徴とする天井構造。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　天井材は、繊維方向に対向する両端部と中間部とで野縁に支持されていることを特徴と
する天井構造。
【請求項４】
　請求項１において、
　野縁は水平方向に突出した支持部を有し、
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　天井材は、繊維方向に対向する両端部で上記野縁の支持部に載置されて支持されている
ことを特徴とする天井構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つの天井構造に施工されていることを特徴とする天井材。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１つの天井構造を施工する施工方法であって、
　野縁に対し複数の天井材を、該天井材の繊維方向が野縁と交差するように支持すること
を特徴とする天井構造の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井材、天井構造及びその施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の天井構造として、システム天井と呼ばれるものが一般に知られている。
この天井構造は、複数のバー材からなる野縁を平行状や格子状に組んで天井スラブから吊
り下げ、これらの野縁間に複数の天井材を支持するようになっている。
【０００３】
　上記の天井材としては、軽量で吸音性や意匠性に優れたロックウール化粧吸音板が一般
的に用いられている。しかし、このロックウール化粧吸音板は、吸湿すると自重によって
中央部が下側に撓んで周縁部よりも僅かに垂れ下がるという問題がある。
【０００４】
　このような天井材の垂れ下がりの問題に対し、例えば特許文献１に示されるように、天
井材の上面（室内と反対側の裏面）に補強桟を接着により固定して、その補強桟により天
井材を補強することが提案されている。
【０００５】
　また、特許文献２では、板材自体を金属板と積層することで、天井材を撓まないように
強化することが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１８１９４８号公報
【特許文献２】特開平６－２４０７９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記特許文献１のものでは、天井材に補強桟を接着により固定する手間を要し
、製造コストが増大するのは避けられない。
【０００８】
　一方、特許文献２のものでは、板材に金属板を積層して一体化するので、その金属板に
よって天井材が重くなり、軽量化が困難となる。
【０００９】
　本発明は斯かる諸点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、天井材が野縁
に支持される天井構造に工夫を加えることで、製造コストの低減や軽量化を図りつつ、天
井材の垂れ下がりを抑制しようとすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、この発明では、天井材が同じ方向に延びる繊維材料を含
んでいて、繊維材料の方向に応じて撓むことを利用し、その天井材を野縁に対し各天井材
の繊維方向が野縁と交差するように支持する構造とした。
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【００１１】
　具体的には、第１の発明に係る天井構造は、互いに平行に配置された複数の野縁と、こ
れら複数の野縁間に支持され、同じ方向に延びる繊維材料を含む矩形状の複数の天井材と
を備え、上記複数の天井材は野縁に対し、各天井材の繊維材料に沿った方向（繊維材料が
延びる方向）である繊維方向が野縁と交差するように支持され、各天井材には、その繊維
方向を表示する繊維方向表示部が設けられ、繊維方向表示部は、天井材の繊維方向に沿っ
て延びる複数の矢印が一定間隔をあけて直列に並んだものであることを特徴とする。
【００１２】
　この第１の発明では、複数の天井材が野縁に支持された状態では、各天井材の繊維材料
に沿った方向である繊維方向が野縁と交差している。そのため、天井材が吸湿等により繊
維方向と交差する方向に沿って凹陥するように撓もうとしても、その天井材の撓みは同方
向に沿って延びる野縁により常に規制されることとなり、このことで全ての天井材の撓み
を抑制することができる。
【００１３】
　そして、天井材をその繊維方向が野縁と交差するように施工するだけで、天井材の撓み
を抑制できるので、天井材自体の構造を変更する必要はなく、天井材に補強桟を固定する
手間が不要となり、製造コストを低減することができる。また、金属板の積層によって天
井材が重量化することもなく、その軽量化を図ることができる。
【００１４】
　また、各天井材に繊維方向を表示する繊維方向表示部が設けられているので、その天井
材の繊維方向を繊維方向表示部によって容易に識別することができる。そのため、各天井
材が野縁に、天井材の繊維方向が野縁と交差するように支持される天井構造を確実にかつ
容易に施工することができる。
【００１５】
　しかも、繊維方向表示部は、天井材の繊維方向に沿って延びる複数の矢印が一定間隔を
あけて直列に並んだものであるので、天井構造の施工時に天井板における繊維方向を容易
に判別することができ、施工性を高めることができる。また、天井材が中間部で切断分割
された場合にも、その各分割部に繊維方向表示部の矢印が残るようになり、繊維方向を識
別することができる。
【００１６】
　第２の発明は、第１の発明において、天井材が野縁下面にビス止めにより固定支持され
ていることを特徴とする。
【００１７】
　この第２の発明では、天井材が野縁下面にビス止めにより固定されているので、天井材
は、そのビス止め部分において変形することなく野縁下面に当接した状態で固定されるこ
ととなり、その分、天井材の垂れ下がりをより効果的に抑制することができる。
【００１８】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、天井材は、繊維方向に対向する両端部と
中間部とで野縁に支持されていることを特徴とする。
【００１９】
　この第３の発明では、天井材が繊維方向に対向する両端部だけでなく中間部でも野縁に
支持されているので、天井材の垂れ下がりをさらに有効に抑制することができる。
【００２０】
　第４の発明は、第１の発明において、野縁は水平方向に突出した支持部を有し、天井材
は、繊維方向に対向する両端部で上記野縁の支持部に載置されて支持されていることを特
徴とする。
【００２１】
　この第４の発明では、天井材が野縁の支持部に載置されて支持されている天井構造にお
いて、製造コストの低減や軽量化を図りつつ、天井材の垂れ下がりを抑制することができ
る。
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【００２２】
　第５の発明は天井材に係り、この天井材は、第１～第４の発明のいずれか１つの天井構
造に施工されていることを特徴とする。この第５の発明では、第１の発明と同様の作用効
果が得られる。
【００２３】
　第６の発明は、第１～第４の発明のいずれか１つの天井構造を施工する施工方法であっ
て、野縁に対し複数の天井材を、該天井材の繊維方向が野縁と交差するように支持するこ
とを特徴とする。
【００２４】
　この第６の発明では、野縁に対し天井材を支持するとき、天井材の繊維方向が野縁と交
差するように支持する。この発明でも、第１の発明と同様の作用効果が得られる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明した如く、本発明によると、複数の天井材を野縁に対し、各天井材の繊維材料
の方向が野縁と交差するように支持したことにより、製造コストの低減や軽量化を図りつ
つ、天井材の垂れ下がりを抑制することができる。また、天井材にその繊維方向に沿って
延びる複数の矢印が一定間隔をあけて直列に並んだ繊維方向表示部を設けたことにより、
天井材の繊維方向を繊維方向表示部によって容易に識別できるだけでなく、天井材が中間
部で切断分割された場合にも、その各分割部に残った矢印により繊維方向を識別すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る天井構造を下側から見た平面図である。
【図２】図２は、天井構造を下側から見た斜視図である。
【図３】図３は、天井材を上側（裏側）から見て示す平面図である。
【図４】図４は、天井材を繊維方向に沿った側から見て示す側面図である。
【図５】図５は、図４におけるＶ部分の拡大図である。
【図６】図６は、図１のVI－VI線拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の実施形態の説明は、
本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意図するも
のでは全くない。
【００２８】
　図１及び図２は本発明の実施形態に係る天井構造Ａを示し、両図とも天井構造Ａを下側
（室内側）から見ているものである。この天井構造Ａは、一定の野縁ピッチｐ（例えばｐ
＝３３３．３ｍｍ）で互いに平行に配置された複数の野縁１，１，…を有する。各野縁１
は例えば金属製の中空角筒状のもので、図示しないが、建物の室内の天井部分を構成する
天井スラブに吊りボルトやハンガー等を介して吊下げ支持されている。
【００２９】
　上記野縁１，１，…には複数の天井材５，５，…が支持されている。図３及び図４に示
すように、各天井材５は上記野縁ピッチｐの２倍の長さＬ（例えばＬ＝６６６．６ｍｍ）
の辺部を有する正方形状（矩形状）の板材からなり、例えば繊維材料としてロックウール
（鉱物繊維）を含む材料の湿式抄造等によって形成されている。この湿式抄造では、例え
ば繊維材料（ロックウール）を含む原料を水中に投入して水と混合し、水中で分散させて
スラリーを生成した後、そのスラリーから湿式抄造によりウェットマットを成形する。例
えば丸網式抄造法では、スラリーを金網シリンダで濾過脱水してウェットマットに成形し
、そのマットを金網シリンダからエンドレスベルトに移載する。このウェットマットをプ
レスで厚み調整し、オートクレーブで養生した後に乾燥することで、天井材５が得られる
。
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【００３０】
　各天井材５は、このように湿式抄造等で製造されることにより内部に繊維材料（ロック
ウール）を含んでおり、その繊維材料は天井材５の表裏面に沿って同じ方向に延び、図３
では上下方向に、また図４では図面と直交する方向にそれぞれ延びている。そして、各天
井材５には、その繊維材料に沿った方向（繊維材料が延びる方向）である繊維方向を表示
する繊維方向表示部７が目印として設けられている。この繊維方向表示部７は、図３に示
すように、天井材５の上面（室内と反対側に位置する裏面）において繊維方向と直交する
方向の中央部位に印刷等により印され、繊維方向に沿って延びる複数（図示例では６つ）
の矢印７ａ，７ａ，…が一定間隔をあけて直列に並んだものである。複数の矢印７ａ，７
ａ，…は向き（矢の部分の位置）がいずれも同じであるが、天井材５において矢印７ａの
先端側が示す部分とその反対側が示す部分との間に特性の差異はなく、矢印７ａは繊維方
向を示しているに過ぎない。また、繊維方向表示部７は、天井材５が中間部で切断分割さ
れた場合にも、その各分割部に矢印７ａが残って繊維方向が識別できるようにするために
複数の矢印７ａ，７ａ，…とされている。
【００３１】
　尚、図５に示すように、各天井材５の下面（室内側に位置する表面）の周縁部には、傾
斜状に切り欠いた面取り部５ａが形成されている。
【００３２】
　図１及び図２に示すように、複数の天井材５，５，…はいわゆる芋貼り状態に野縁１，
１，…に支持され、各天井材５は各野縁１に対し、天井材５の上記繊維方向表示部７で表
される繊維方向が野縁１と直交状態に交差するように固定されている。具体的には、複数
の天井材５，５，…は繊維方向が同じになるように直列に並べられて野縁１，１，…の下
面に当接した状態に配置され、各天井材５が３本の野縁１，１，…に跨がるように配置さ
れている。隣接する１対の天井材５，５は、各々の繊維方向に対向する両端部（図１の左
右端部）の一方が同じ１つの野縁１の幅方向中央部で互いに突き合わされるように並べら
れ、各天井材５の当該端部は野縁１の幅方向の半部に上下方向に重なるように配置されて
いる。また、各天井材５の繊維方向に対向する両端部間の中央部にも野縁１が配置されて
いる。
【００３３】
　そして、上記各天井材５は野縁１，１，…の下面にビス止めにより固定支持されている
。すなわち、図６に示すように、各天井材５の繊維方向に対向する両端部は、該両端部の
上側に位置する野縁１，１の幅方向の半部と重なる部分において複数（例えば５本）のタ
ッピングビスＢ，Ｂ，…により固定されている。また、各天井材５において、繊維方向に
対向する両端部の中央部は、その上側に位置する野縁１の幅方向の中央部に複数（例えば
５本）のタッピングビスＢ，Ｂ，…により固定されている。各タッピングビスＢは、天井
材５を下面（表面）から貫通した後に野縁１の底壁部に貫通状態に螺合しており、この構
造により天井材５が野縁１の下面にビス止めされて固定されている。このことで、各天井
材５は、繊維方向に対向する両端部（図１の上下端部）と、それら両端部の中央部とで３
本の野縁１，１，…に支持され、それら野縁１，１，…の各々に対し一定間隔をあけた複
数の位置（例えば５箇所）でビス止めされている。尚、タッピングビスＢは、ネジ方向が
途中で逆になった逆ネジタイプのものが用いられている。
【００３４】
　上記の天井構造Ａを施工する方法について説明すると、既に複数本の野縁１，１，…が
互いに一定間隔をあけて平行に施工されている場合に、各天井材５の繊維方向をその上面
（裏面）に記されている繊維方向表示部７で確認し、その天井材５を繊維方向表示部７で
表される繊維方向が野縁１と直交状態に交差するように配置しながら、繊維方向の両端部
及び中央部で野縁１，１，…の下面にビス止めする。その後、複数の天井材５，５，…を
繊維方向が同じになるように直列に並べながら同様の作業を天井の全体に亘って繰り返せ
ばよい。
【００３５】
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　したがって、この実施形態の天井構造Ａにおいては、複数の天井材５，５，…が野縁１
，１，…の下面にビス止めにより固定支持され、各天井材５の繊維方向表示部７で表され
る繊維方向が野縁１と直交状態に交差しているので、仮に天井材５が吸湿等により繊維方
向と交差する方向に沿って凹陥するように撓もうとしても（その撓み状態を図４に仮想線
にて示す）、その天井材５の撓みは同方向に沿って延びる野縁１により常に規制されるこ
とになる。その結果、全ての天井材５，５，…の撓みを抑制することができる。
【００３６】
　しかも、各天井材５は野縁１下面にビス止めにより固定されているので、天井材５がビ
ス止め部分において変形することなく野縁１下面に当接した状態で固定されることとなり
、その分、天井材５の垂れ下がりをより効果的に抑制することができる。
【００３７】
　また、天井材５は、繊維方向に対向する両端部と中央部とでそれぞれ野縁１，１，…に
固定支持されているので、野縁１，１，…による３箇所の固定支持によって天井材５の垂
れ下がりをさらに有効に抑制することができる。
【００３８】
　このように、複数の天井材５，５，…をその各々の繊維方向表示部７で表される繊維方
向が野縁１，１，…と交差するように施工するだけで、天井材５，５，…の撓みを抑制で
きることから、天井材５自体の構造を補強のために変更する必要はなく、天井材５に繊維
方向表示部７を設けるだけで済む。よって、天井材５に補強桟を固定する手間が不要で、
その製造コストを低減することができる。しかも、補強のための金属板の積層によって天
井材５が重量化することもなく、その軽量化を保つことができる。
【００３９】
　また、予め各天井材５に繊維方向を表す繊維方向表示部７が設けられているので、天井
材５の外面等に現れる繊維材料の特徴を探して繊維方向を識別する必要はなく、繊維方向
表示部７によって繊維方向を迅速にかつ容易に識別することができる。その結果、各天井
材５が野縁１に、天井材５の繊維方向が野縁１と直交状態に交差するように支持された天
井構造Ａを確実にかつ容易に施工することができる。
【００４０】
　そして、上記繊維方向表示部７は、天井材５において室内から見えない上面（裏面）に
印されているので、室内から見たときに繊維方向表示部７が見えるという違和感が生じる
ことはなく、天井構造Ａの見映えを良好に保つことができる。
【００４１】
　さらに、上記のように繊維方向表示部７が、繊維方向に沿って延びる矢印７ａ，７ａ，
…であると、天井構造Ａの施工時に天井材５における繊維方向を一見して即座にかつ容易
に判別できるようになり、施工性を高めることができる。
【００４２】
　（その他の実施形態）
　尚、上記実施形態では、各天井材５を正方形状としているが、天井材５は矩形状であれ
ばよい。また、上記実施形態では、複数の天井材５，５，…が突き合わせ部を連続する格
子状にした芋貼り状態に配置されているが、芋貼り状態以外の配置状態（例えば馬乗り目
地状態）に配置してもよい。
【００４３】
　また、上記実施形態では、繊維方向表示部７を天井材５の上面に記しているが、他の部
分に記してもよい。しかし、外観見映えの点では室内から見えない部位に繊維方向表示部
７を設けることが好ましい。
【００４４】
　そして、上記実施形態は、野縁１，１，…の下面に天井材５，５，…をビス止めした直
貼りタイプの天井構造Ａであるが、野縁の構造が異なり、野縁は水平方向に突出した支持
部を有するものとし、その支持部に天井材５が繊維方向に対向する両端部で載置されて支
持されているレイインタイプの天井構造としてもよい。その場合も、繊維方向に直交する
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方向に天井材５を長くすることができ、長尺天井材として施工性や意匠性を高めながら、
天井材５，５，…の垂れ下がりを抑制することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、製造コストの低減や軽量化を図りつつ天井材の垂れ下がりを抑制できるので
、天井構造において極めて有用で産業上の利用可能性が高い。
【符号の説明】
【００４６】
　Ａ　天井構造
　Ｂ　タッピングビス
　１　野縁
　５　天井材
　７　繊維方向表示部
　７ａ　矢印

【図１】 【図２】
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